
尾鈴農業水利事業所交渉（宮崎ひむか分会）

議事要旨

１．開催日時：平成２２年２月１８日（木）１７：４０～１７：５５

２．場 所：尾鈴農業水利事業所 第２会議室

３．出 席 者：尾鈴農業水利事業所 所 長 相澤 顕之

同 庶務課長 椎葉 芳市

宮崎ひむか分会 副執行委員長 石丸 正一郎

同 執行委員 江藤 和弘

４．議 題：「現場段階で実効ある超過勤務縮減対策を図ること」

５．議事概要

（椎葉庶務課長）

・ただいまから０９全農林ひむか要求第２号に基づく交渉を始めます。交

渉に先立ち、国公法第１０８条の規定に基づく予備交渉を２月９日に行っ

たところです。

宮崎ひむか分会から提出された要求事項が、新たな労使関係の構築に関

する基本方針Ⅱの１の（３）に定められた要件を満たし、交渉対象とする

事項は要求書のⅢの１となりました。そのほかの事項については、尾鈴農

業水利事業所の管理運営事項や権限外事項に該当するということで整理し

たことを前提に交渉を行います。

（石丸副執行委員長）

・安心して働き続けられる職場を目指して取りまとめた要求であり、Ⅲの

１以外が対象外となったことは残念であるが、予備交渉を含めて交渉の場

を設けてくれたことに感謝する。回答をいただきたい。

（相澤所長）

・従来から重要な課題と認識しており、超過勤務縮減対策委員会において、

具体的な取組状況を定期的に検証するなど、更なる実効性の確保に努めて

いるところです。

１０月に第１回の委員会を開催し、超勤縮減キャンペーンや超勤縮減月

間に取り組んだところです。その後も、定期的に各課の超勤の検証と実効

ある対策の検討を行って来ており、２月１日に第４回を開催したところで

す。

また、超勤が多い職員については、臨時健康診断を実施し、職員の健康

管理についても努力しているところです。

今後も、年度末前後に多くなる超勤についての対応を検討するなどして、

不要不急の超勤をなくすよう取り組むこととしています。



（石丸副執行委員長）

・国家公務員は労基法の適用外であるが、不払い残業についてどのように

考えているのか。

超勤が特定の者に偏っているということもある。一人残って残業してい

る場合も見受けられる。管理職としての業務管理や監督責任をどのように

考えているのか。

（相澤所長）

・管理職が付き合うことの効果は疑わしいと思っている。業務の見直しや

適切な指導で対処することを考えている。ただ、職場の特性や時期的な面

もある。それに甘えることは許されないが、やむを得ない事情も理解して

欲しい。

（石丸副執行委員長）

・政権交代により政策転換があり大きな影響を受けている。事業費の大幅

削減で事務事業の見直しがあり、発注計画の変更などで業務量の増大も懸

念されている。事業の遅延は地域への影響も大きい。組合員も超勤の増加

に苦慮している。

事業完了へ向けて組合員も頑張っている。超勤予算を確保すれば良いと

いう問題でもない。見えないところで頑張っている組合員もいる。中央地

方一体となった事業の推進が重要である。組合員の能力が十分発揮できる

ように、管理職も責任を果たして欲しい。事業所の現状は悪くないと思っ

ている。今後も引き続き努力してもらいたい。

以上で交渉を終了した。










